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　日時　令和５年１月26日（木）
　　　　午後１時30分〜３時30分
　場所　渋谷区商工会館２F　大研修室
　日時　令和５年２月21日（火）
　　　　午後１時30分〜３時30分
　場所　渋谷区商工会館２F　大研修室

該当の会社は是非ご出席下さい｡

決算法人説明会のお知らせ決算法人説明会のお知らせ

該当の会社には、葉書でご案内差し上げます
その他の方は渋谷法人会ＨＰでご確認下さい

■■ 一般参加可能行事

■■ 地域・社会貢献活動12月･1月(2月)実施予定の主な事業について

法律相談について

　法律相談をご希望の方は、上部団体の東法連の
法律相談をご利用下さい。
◆申込先　東京法人会連合会
　　　　　事業課：TEL 3357－0771
　　　　　土･日･祝日を除く午前９時～午後４時
１．申込みの際①所属法人会名②法人名③相談者
　名④連絡先TEL・FAXをお知らせ下さい。
２．申込み状況によってはお断りする場合もあり
　ます。
３．申込み後、別途下記担当法律事務所に電話の
　うえ、相談日時等を打ち合わせて下さい。
　※その際必ず『東京法人会連合会の法律相談』
　　利用の旨を告げて下さい。
４．相談日時は祝日を除く毎週月曜日から金曜日
　の午前10時・11時・午後２時・３時・４時
◆相 談 料　１時間まで無料　追加30分に付き：
　　　　　　　5,500円（税込）実費支払い
◆相談資格　都内各法人会の会員企業および代表
　　　　　　者等（同一法人：月１回まで）
◆相談内容　法律全般（相続等、会社業務以外の
　　　　　　相談も可　近隣トラブル等は不可）

◆相談担当　成和パートナーズ法律事務所（新橋）
　港区西新橋1－20－3　虎ノ門法曹ビル501号室
　TEL：03－3592－0541　FAX：03－3592－0543
　都営三田線：内幸町駅A３出口徒歩３分　
　JR：新橋駅烏森口徒歩７分
　東京メトロ銀座線：虎ノ門駅１番出口徒歩５分

※法律相談所での相談となります。電話での相談
　はお受けしておりません。

　一昨年より、大規模な「年末調整説明会」は行わないことになりましたが、国税庁のホームページか
ら　　YouTube「国税庁動画チャンネル」若しくはインターネット番組「Web－TAX－TV」で年末
調整についての動画をご覧いただけます。また、年調資料については、ダウンロードいただくか、渋谷
税務署２階総合受付でご請求ください。

令和４年年末調整について！

◦12月２日　広報委員会
◦12月５日　正副会長監事会
◦12月５日　第３回理事会
◦12月７日　税について「書写、絵はがき、標語、作文」合同表彰式
◦12月15日　税務相談日
◦12月15日　租税教室：代々木山谷小学校（青年部会）
◦１月11日　新年賀詞交歓会
◦１月19日　税務相談日
◦１月24日　職場のメンタルヘルス対策セミナー
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正しい税知識を学ぼう

当会相談役　八木原 保氏が財務大臣納税表彰状を受彰されました。

令和４年度渋谷税務署長納税表彰式が11月16日㈬、午後３時30分より原宿東郷記念館で開かれ、
約90名の参加者を前に税務行政運営に功労のあった方々が、受彰の栄に浴されました。
　　表彰状受彰：富澤龍雄氏、森博明氏、西村彰浩氏、川島利雄氏、前川佑子氏、松﨑宏氏
　　感謝状受彰：海老澤希衣子氏、榊原一弘氏、秋元浩氏、屋代邦弘氏、松田泉美氏、鴻池奏氏

会長  長島祐司氏が東京都主税局税務功労者表彰、常任理事  飯島良臣氏が東京都渋谷都税事務所長感謝状
を受彰されました。
また、渋谷法人会青年部会が渋谷税務署長感謝状を受彰しました。

令和４年度  納税表彰者のご紹介
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八木原　保 氏
（相談役）

㈱ジム

富澤　龍雄 氏
（理事）

㈲丸富商事不動産

森　博明 氏
（理事）

㈱冨士トラベル東京

西村　浩彰 氏
（理事）
東急㈱

川島　利雄 氏
（理事）
㈱カワシマ

前川　佑子 氏
（女性部会副部会長）

㈱トーホークリーン

松﨑　宏 氏
（青年部会副部会長）

㈱高葉屋

海老澤 希衣子 氏
（理事）
 ㈱コムス

榊原　一弘 氏
（理事）
㈱萬全社

秋元　浩 氏
（理事）
㈱あきもと

屋代　邦弘 氏
（源泉研究部会世話人）

小田急電鉄㈱

松田　泉美 氏
（女性部会幹事）

坂崎彫刻工業㈱

鴻池　奏 氏
（青年部会幹事）

㈲クワイエス

長島　祐司 氏
（会長）

長島梱包㈱

飯島　良臣 氏
（常任理事）

㈲美津屋 渋谷税務署長感謝状受彰（租推校等）　公益社団法人渋谷法人会青年部会

式辞　渋谷税務署長　宮﨑　和久 氏表彰状受彰　森　博明 氏
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法人会はよき経営者をめざす者の集まり

１.財政健全化に向けて
○コロナ禍が最悪期を脱しウイルスとの共生段階
に入ったとされる今、まずはこのコロナ対策財源
の借金返済をどう進めるかが最大の課題である。
少なくとも国債で賄ったコロナ対策費の負担につ
いて、将来世代に先送りせず現世代で解決するよ
う返済計画を策定することが急務である。
○団塊の世代が、ついに本年度から後期高齢者に
入り始めたが、本来それまでに少なくともＰＢ黒字
化を達成しておかねばならなかった。財政健全化
が国家的課題であることを政治家も国民も再確認
し不退転の決意で臨む必要がある。
○コロナ禍は最悪期を脱し社会経済活動は平時に
戻りつつあるが、相応の需要喚起を行うことも必
要ではあり、それがバラマキ政策とならないよう
十分配慮すべきである。
○財政健全化は国家的課題であり、コロナ禍収束
後には本格的な歳出・歳入の一体的改革に入れる
よう準備を進めることが重要である。

２．社会保障制度に対する基本的考え方
○社会保障給付費は公費と保険料で構成されて
おり、財政のあり方と密接不可分の関係にある。
現状の「中福祉・低負担」という不均衡を「中福祉・
中負担」という正常な姿に改革するには、適正な
負担を確保するとともに、給付を「重点化・効率化」
により可能な限り抑制するしか方法はない。
○社会保障のあり方では「自助」「公助」「共助」の
役割と範囲を改めて見直すほか、公平性の視点が
重要である。医療保険の窓口負担や介護保険の
利用者負担などの本人負担については、高齢者に
おいても負担能力に応じた公平な負担を原則とす
る必要がある。
○中小企業の厳しい経営実態を踏まえ、企業への
過度な保険料負担を抑え、経済成長を阻害しない
ような社会保障制度の確立が求められる。また、

配偶者控除等の税の問題や年金等の社会保障の
問題は就労調整が行われる一つの要因となってお
り、人手不足で悩む中小企業にとって深刻な問題
である。女性の就労を支援するためにも、税と社
会保障の問題を一括して議論すべきである。

3．行政改革の徹底
○行政改革を徹底するに当たっては、地方を含め
た政府・議会が「まず隗より始めよ」の精神に基づ
き自ら身を削ることが重要である。以下の諸施策
について、直ちに明確な期限と数値目標を定めて
改革を断行するよう強く求める。
◆国･地方における議員定数の大胆な削減による歳
費の抑制／厳しい財政状況を踏まえ、国家公務
員と地方公務員の人員削減と能力を重視した賃
金体系による人件費の抑制／特別会計と独立行
政法人の無駄の削減／積極的な民間活力導入等。

4．マイナンバー制度について
○マイナンバー制度は、すでに運用を開始してい
るが、未だ国民や事業者が正しく制度を理解して
いるとは言い難い。コロナ禍の混乱が同カードを
利用したデジタル対応をできなかった結果による
という点を踏まえ、政府は制度の意義の周知に努
め、その定着に向け本腰を入れて取り組んでいく
必要がある。

１．中小企業の活性化に資する税制措置
○法人税率の軽減措置として中小法人に適用される
軽減税率の特例１５％を本則化すべきである。また、
昭和５６年以来、８００万円以下に据え置かれている軽
減税率の適用所得金額を、少なくとも１，６００万円程
度に引き上げる。なお、本制度は令和５年３月末日
が適用期限となっていることから、直ちに本則化す
ることが困難な場合は適用期限を延長すべきである。
○中小企業の技術革新など経済活性化に資する措

置として、租税特別措置については、公平性・簡素
化の観点から、政策目的を達したものは廃止を含
めて整理合理化を行う必要はあるが、中小企業の
技術革新など経済活性化に資する措置は、以下の
とおり制度を拡充したうえで本則化すべきである。
①中小企業投資促進税制については、対象設備を
拡充したうえ、「中古設備」を含める。

②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特
例措置については、損金算入額の上限（合計３０
０万円）を撤廃し全額を損金算入とする。
③中小企業等の設備投資支援措置として、中小企
業経営強化税制（中小企業等経営強化法）や、
中小企業が取得する償却資産に係る固定資産税
の特例（先端設備等導入制度）等を適用するに
当たっては、手続きを簡素化するとともに、事業
年度末（賦課期日）が迫った申請や認定につい
て弾力的に対処する。

2．事業承継税制の拡充
○事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事
業承継税制の創設
我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比較する
と限定的な措置にとどまっており、欧州並みの本
格的な事業承継税制が必要である。とくに、事業
継続に資する相続については、事業従事を条件と
して他の一般資産と切り離し、非上場株式を含め
て事業用資産への課税を軽減あるいは免除する
制度の創設を求める。
○相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
猶予制度ではなく免除制度に改めるとともに、新
型コロナの影響などを考慮すると、より一層、平
成２９年以前の制度適用者に対しても要件を緩和
するなど配慮すべきである。また、国は円滑な事
業承継が図られるよう、経営者に向けた制度周知
に努める必要がある。
○取引相場のない株式の評価の見直しを求める。

3．消費税への対応
○消費税は社会保障の安定財源確保と財政健全
化に欠かせないが、軽減税率制度は事業者の事務
負担が大きいうえ、税制の簡素化、税務執行コス
トおよび税収確保などの観点から問題が多い。こ
のため、かねてから税率１０％程度までは単一税率
が望ましく、低所得者対策は「簡素な給付措置」の
見直しで対応するのが適当であることを指摘して
きた。政府は、国民や事業者への影響、低所得者
対策の効果等を検証し、問題があれば同制度の是
非を含めて見直しが必要である。
○令和５年１０月から導入される「インボイス制度」
について、すでに「インボイス発行事業者」の登録
申請がはじまっているものの、事業者のインボイ
ス制度に対する理解が十分に深まっているとは言
い難い。さらに、新型コロナは小規模事業者等の
事業継続に大きな困難をもたらした。これら事業
者が事務負担増や取引から排除等の理由により休
廃業に追い込まれることのないよう、当面は現行
の「区分記載請求書等保存方式」の維持、または
免税事業者からの仕入税額相当額の８割を控除で
きる経過措置を当分の間維持するなど、弾力的に
対応すべきである。
○インボイス制度を実施するのであれば、国は事

業者に混乱が生じないよう制度の周知を徹底する
とともに、事務負担が軽減するような環境整備が
必要である。また、課税事業者が免税事業者と取
引を行うに際し、取引価格の引下げや取引の停止
などの不利益を与えないよう、実効性の高い対策
をとるべきである。
○インボイス制度や電子帳簿保存法の改正による
電子データ保存の義務化に対応するなど、事業者
の事務負担、納税協力コストは年々増加している。
特に電子データ保存の義務化については、全ての
事業者が対象となっており影響は大きい。システ
ム改修や従業員教育など、事務負担が増大する中
小企業に対して特段の配慮が求められる。

○今般のコロナ禍は国と地方の役割分担の曖昧さ
だけでなく、自治体と診療所を含む医療機関の間
での意思疎通不足を表面化させ、これによる混乱
は現在も尾をひいている。医療制度の抜本改革
の必要性については前述したが、現行制度下でも
病院間の役割分担や広域的な救急医療など自治
体のリーダーシップで解決できる問題は少なくな
い。要は行政と医療機関のやる気なのである。
○地方自身がそれぞれの特色や強みをいかした活
性化戦略を構築し、地域の民間の知恵と工夫によ
り、新たな地場技術やビジネス手法を開発してい
くことが不可欠である。その際に最も重要なのは、
地方が自立・自助の精神を理念とし、自らの責任
で必要な安定財源の確保や行政改革を企画・立案
し実行していくことである。

○これまでの効果を十分に検証し、予算の執行を効
率化するとともに、原発事故への対応を含めて引き
続き適切な支援を行う必要がある。とりわけ被災
地における企業の定着、雇用確保を図ることが重
要であり、実効性のある措置を講じるよう求める。
○近年、熊本をはじめとした強い地震や台風など
による大規模な自然災害が相次いで発生している。
東日本大震災の対応などを踏まえ、被災者の立場
に立った適切な支援と実効性のある措置を講じ、
被災地の確実な復旧・復興等に向けて取り組まな
ければならない。その際、被災者支援の観点から、
災害による損失を雑損控除と切り離した、新たな
控除制度の創設について検討すべきである。

○欧米などの制度や議論の動向を見極めつつ、既
存のエネルギー関係税制との調整を図り、幅広い
観点から十分な検討が行われるべきである。

提言の全文は「全法連ホームページ」で
ご覧いただけます。
https://www.zenkokuhojinkai.or.jp/
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Ⅴ

税・財政改革のあり方

経済活性化と中小企業対策

地方のあり方

震災復興等

その他

―― 東京法人会連合会 ――

法人会の「令和５年度税制改正に関する提言」が、9月２７日の公益財団法人全国法人会総連合
（以下「全法連｣）の理事会でまとまった。
同提言は、会員企業からの要望意見、税制改正に関するアンケートなどをもとに税制委員会の審
議を経て取りまとめられたもので、｢税・財制改革のあり方｣「経済活性化と中小企業対策」「地方の
あり方」｢震災復興｣「その他」などからなっている。
全法連では、全国７０万を超える会員の声として、財務省、総務省、中小企業庁、自民党、公明党

および国会議員などに対して実現を求めて要望活動を行っている。さらに、全国41都道県連およ
び440単位会でも、地元選出の国会議員、地方自治体の首長、議長あて広汎な要望活動を行って
いる。提言（要約）は次のとおり。

法人会の「令和５年度税制改正に関する提言」まとまる

厳しい経営環境を踏まえ、
中小企業の活性化に資する税制を！
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事業に参加することがメリットにつながる

１.財政健全化に向けて
○コロナ禍が最悪期を脱しウイルスとの共生段階
に入ったとされる今、まずはこのコロナ対策財源
の借金返済をどう進めるかが最大の課題である。
少なくとも国債で賄ったコロナ対策費の負担につ
いて、将来世代に先送りせず現世代で解決するよ
う返済計画を策定することが急務である。
○団塊の世代が、ついに本年度から後期高齢者に
入り始めたが、本来それまでに少なくともＰＢ黒字
化を達成しておかねばならなかった。財政健全化
が国家的課題であることを政治家も国民も再確認
し不退転の決意で臨む必要がある。
○コロナ禍は最悪期を脱し社会経済活動は平時に
戻りつつあるが、相応の需要喚起を行うことも必
要ではあり、それがバラマキ政策とならないよう
十分配慮すべきである。
○財政健全化は国家的課題であり、コロナ禍収束
後には本格的な歳出・歳入の一体的改革に入れる
よう準備を進めることが重要である。

２．社会保障制度に対する基本的考え方
○社会保障給付費は公費と保険料で構成されて
おり、財政のあり方と密接不可分の関係にある。
現状の「中福祉・低負担」という不均衡を「中福祉・
中負担」という正常な姿に改革するには、適正な
負担を確保するとともに、給付を「重点化・効率化」
により可能な限り抑制するしか方法はない。
○社会保障のあり方では「自助」「公助」「共助」の
役割と範囲を改めて見直すほか、公平性の視点が
重要である。医療保険の窓口負担や介護保険の
利用者負担などの本人負担については、高齢者に
おいても負担能力に応じた公平な負担を原則とす
る必要がある。
○中小企業の厳しい経営実態を踏まえ、企業への
過度な保険料負担を抑え、経済成長を阻害しない
ような社会保障制度の確立が求められる。また、

配偶者控除等の税の問題や年金等の社会保障の
問題は就労調整が行われる一つの要因となってお
り、人手不足で悩む中小企業にとって深刻な問題
である。女性の就労を支援するためにも、税と社
会保障の問題を一括して議論すべきである。

3．行政改革の徹底
○行政改革を徹底するに当たっては、地方を含め
た政府・議会が「まず隗より始めよ」の精神に基づ
き自ら身を削ることが重要である。以下の諸施策
について、直ちに明確な期限と数値目標を定めて
改革を断行するよう強く求める。
◆国･地方における議員定数の大胆な削減による歳
費の抑制／厳しい財政状況を踏まえ、国家公務
員と地方公務員の人員削減と能力を重視した賃
金体系による人件費の抑制／特別会計と独立行
政法人の無駄の削減／積極的な民間活力導入等。

4．マイナンバー制度について
○マイナンバー制度は、すでに運用を開始してい
るが、未だ国民や事業者が正しく制度を理解して
いるとは言い難い。コロナ禍の混乱が同カードを
利用したデジタル対応をできなかった結果による
という点を踏まえ、政府は制度の意義の周知に努
め、その定着に向け本腰を入れて取り組んでいく
必要がある。

１．中小企業の活性化に資する税制措置
○法人税率の軽減措置として中小法人に適用される
軽減税率の特例１５％を本則化すべきである。また、
昭和５６年以来、８００万円以下に据え置かれている軽
減税率の適用所得金額を、少なくとも１，６００万円程
度に引き上げる。なお、本制度は令和５年３月末日
が適用期限となっていることから、直ちに本則化す
ることが困難な場合は適用期限を延長すべきである。
○中小企業の技術革新など経済活性化に資する措

置として、租税特別措置については、公平性・簡素
化の観点から、政策目的を達したものは廃止を含
めて整理合理化を行う必要はあるが、中小企業の
技術革新など経済活性化に資する措置は、以下の
とおり制度を拡充したうえで本則化すべきである。
①中小企業投資促進税制については、対象設備を
拡充したうえ、「中古設備」を含める。
②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特
例措置については、損金算入額の上限（合計３０
０万円）を撤廃し全額を損金算入とする。
③中小企業等の設備投資支援措置として、中小企
業経営強化税制（中小企業等経営強化法）や、
中小企業が取得する償却資産に係る固定資産税
の特例（先端設備等導入制度）等を適用するに
当たっては、手続きを簡素化するとともに、事業
年度末（賦課期日）が迫った申請や認定につい
て弾力的に対処する。

2．事業承継税制の拡充
○事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事
業承継税制の創設
我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比較する
と限定的な措置にとどまっており、欧州並みの本
格的な事業承継税制が必要である。とくに、事業
継続に資する相続については、事業従事を条件と
して他の一般資産と切り離し、非上場株式を含め
て事業用資産への課税を軽減あるいは免除する
制度の創設を求める。
○相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
猶予制度ではなく免除制度に改めるとともに、新
型コロナの影響などを考慮すると、より一層、平
成２９年以前の制度適用者に対しても要件を緩和
するなど配慮すべきである。また、国は円滑な事
業承継が図られるよう、経営者に向けた制度周知
に努める必要がある。
○取引相場のない株式の評価の見直しを求める。

3．消費税への対応
○消費税は社会保障の安定財源確保と財政健全
化に欠かせないが、軽減税率制度は事業者の事務
負担が大きいうえ、税制の簡素化、税務執行コス
トおよび税収確保などの観点から問題が多い。こ
のため、かねてから税率１０％程度までは単一税率
が望ましく、低所得者対策は「簡素な給付措置」の
見直しで対応するのが適当であることを指摘して
きた。政府は、国民や事業者への影響、低所得者
対策の効果等を検証し、問題があれば同制度の是
非を含めて見直しが必要である。
○令和５年１０月から導入される「インボイス制度」
について、すでに「インボイス発行事業者」の登録
申請がはじまっているものの、事業者のインボイ
ス制度に対する理解が十分に深まっているとは言
い難い。さらに、新型コロナは小規模事業者等の
事業継続に大きな困難をもたらした。これら事業
者が事務負担増や取引から排除等の理由により休
廃業に追い込まれることのないよう、当面は現行
の「区分記載請求書等保存方式」の維持、または
免税事業者からの仕入税額相当額の８割を控除で
きる経過措置を当分の間維持するなど、弾力的に
対応すべきである。
○インボイス制度を実施するのであれば、国は事

業者に混乱が生じないよう制度の周知を徹底する
とともに、事務負担が軽減するような環境整備が
必要である。また、課税事業者が免税事業者と取
引を行うに際し、取引価格の引下げや取引の停止
などの不利益を与えないよう、実効性の高い対策
をとるべきである。
○インボイス制度や電子帳簿保存法の改正による
電子データ保存の義務化に対応するなど、事業者
の事務負担、納税協力コストは年々増加している。
特に電子データ保存の義務化については、全ての
事業者が対象となっており影響は大きい。システ
ム改修や従業員教育など、事務負担が増大する中
小企業に対して特段の配慮が求められる。

○今般のコロナ禍は国と地方の役割分担の曖昧さ
だけでなく、自治体と診療所を含む医療機関の間
での意思疎通不足を表面化させ、これによる混乱
は現在も尾をひいている。医療制度の抜本改革
の必要性については前述したが、現行制度下でも
病院間の役割分担や広域的な救急医療など自治
体のリーダーシップで解決できる問題は少なくな
い。要は行政と医療機関のやる気なのである。
○地方自身がそれぞれの特色や強みをいかした活
性化戦略を構築し、地域の民間の知恵と工夫によ
り、新たな地場技術やビジネス手法を開発してい
くことが不可欠である。その際に最も重要なのは、
地方が自立・自助の精神を理念とし、自らの責任
で必要な安定財源の確保や行政改革を企画・立案
し実行していくことである。

○これまでの効果を十分に検証し、予算の執行を効
率化するとともに、原発事故への対応を含めて引き
続き適切な支援を行う必要がある。とりわけ被災
地における企業の定着、雇用確保を図ることが重
要であり、実効性のある措置を講じるよう求める。
○近年、熊本をはじめとした強い地震や台風など
による大規模な自然災害が相次いで発生している。
東日本大震災の対応などを踏まえ、被災者の立場
に立った適切な支援と実効性のある措置を講じ、
被災地の確実な復旧・復興等に向けて取り組まな
ければならない。その際、被災者支援の観点から、
災害による損失を雑損控除と切り離した、新たな
控除制度の創設について検討すべきである。

○欧米などの制度や議論の動向を見極めつつ、既
存のエネルギー関係税制との調整を図り、幅広い
観点から十分な検討が行われるべきである。

提言の全文は「全法連ホームページ」で
ご覧いただけます。
https://www.zenkokuhojinkai.or.jp/
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税・財政改革のあり方

経済活性化と中小企業対策

地方のあり方

震災復興等

その他

―― 東京法人会連合会 ――

法人会の「令和５年度税制改正に関する提言」が、9月２７日の公益財団法人全国法人会総連合
（以下「全法連｣）の理事会でまとまった。
同提言は、会員企業からの要望意見、税制改正に関するアンケートなどをもとに税制委員会の審
議を経て取りまとめられたもので、｢税・財制改革のあり方｣「経済活性化と中小企業対策」「地方の
あり方」｢震災復興｣「その他」などからなっている。
全法連では、全国７０万を超える会員の声として、財務省、総務省、中小企業庁、自民党、公明党

および国会議員などに対して実現を求めて要望活動を行っている。さらに、全国41都道県連およ
び440単位会でも、地元選出の国会議員、地方自治体の首長、議長あて広汎な要望活動を行って
いる。提言（要約）は次のとおり。

法人会の「令和５年度税制改正に関する提言」まとまる

厳しい経営環境を踏まえ、
中小企業の活性化に資する税制を！



62022.12 No.579

この社会あなたの税がいきている
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消費税インボイスセミナーを開催

　来年３月31日までに登録し、10月１日から実施され
る消費税インボイス制度についてのセミナーを10月25
日・26日に開催した。
　講師は、インボイス制度につい
て、渋谷税務署法人課税第二部門：
百武統括官から説明があり、続い
て、管理運営部門：大濱総括上席
調査官より、キャッシュレス納付
についての説明があった。出席者
は両日で、70名だった。

税を考える週間協賛事業
渋谷区くみんの広場

（しぶやフェスティバル2022）に参加

　「税を考える週間」（11／11～11／17）協賛行事の
一環として、去る11月５日㈯、６日㈰の２日間、渋谷
税務署管内税務関係五団体の一員として、渋谷区くみ

第38回法人会全国大会千葉大会に参加

－税制改正要望全国大会－
　法人会では、毎年全国各地持ち回りで地方産業の
活性化等のため、全国大会を開催している。2020年、
2021年と新型コロナ感染症のため開催出来なかった
が、今年は、政府による行動規制等も解除されたため、
千葉大会を開催した。
　この全国大会は、産業発展のためだけではなく、法
人会としての主命題である税制についての『税制改正
要望全国大会』も開催され、国に対しての税制改正へ
の提言を決めている。

合同税務講習会を開催

　今年のブロック税務講習会のテーマだったが、コロ
ナ禍のため会場等、ブロック別の開催が困難で開催で
きないブロックが多かったため、渋谷法人会館におい
て10月16・26・31日の３日間、講習会を開催した。出
席者は、３日間合計で52名。

電子納税、電子申告を活用しよう

講師：花房管理運営部門
第一統括官

講師：三浦審理上席 講師：山田管理運営部門
第二統括官

全国大会

講師：肥海副署長長島会長挨拶

税務講習会

講師：大濱管理運営部門
総括上席

講師：百武法人課税
第２統括官 消費税インボイスセミナー
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んの広場（しぶやフェスティバル2022）に参加した。
新型コロナ感染症の為令和２年、３年については渋谷
区により、オン
ライン開催され
た為、参加は出
来なかった。今
年も規模を縮小
し、ブースの位
置も例年とかな
り変更しての開
催となった。
　初日午前中こ
そ人出は今一つ
だったが、今年
は両日とも天気に恵まれ、3,000セット用意した税金
クイズ、パンジーの鉢植えや子供たち向けに用意した
風船、クリアファイル等も予定よりかなり早く捌けて
しまった。

 ５つのブロックで税務講習会を開催！

　法人会の各ブロックでは、例年税法改正についての
講習会を、10～12月初旬にかけて開催している。新型
コロナの感染者数も減ってきて、政府の行動制限も解
除にはなったが、まだまだブロックごとの開催を回避

するブロックが多く、第２・第６・第８・第９・第10
ブロックのみでの開催となった。
　内容は、令和４年度税制改正、消費税インボイス制
度について、キャッシュレス納付について。講師は、
税制改正が、三浦審理上席。インボイス制度が、肥海
副署長。キャッシュレス納付が、永島法人第一統括官。
　出席者は第８ブロック22名、第２ブロック32名。第
６ブロックは35名、第10ブロック40名。第９ブロック
65名だった。

小学生“税の絵はがきコンクール”
受彰者作品を展示

　女性部会主催により例年実施している、渋谷区内小
学生“第11回税の絵はがきコンクール”で渋谷税務署
長賞等の受賞作を、渋谷納税貯蓄連合会の“書写”“作
文”、間税会主催の“税標語コンクール”の受賞作と
一緒に11月10日から11月16日までの７日間、桜丘町の
大和田ホールの『ギャラリー大和田』に展示した。
　また、受賞者には賞状と賞品、及び参加賞を各小学
校に後日届けた。

みんなの力で法人会を大きく育てよう

税制改正講師
三浦審理上席

インボイス講師
肥海副署長

キャッシュレス納付講師
永島法人第一統括官

税務講習会

絵はがき展示（ギャラリー大和田）

部会だより

ブロックだより
渋谷区くみんの広場
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法人会の事業活動に積極的に参加しよう

１．はじめに

　最近では、身体的に怪我をしたり、病気になった者だけでなく、メン
タル不調者が私傷病休職制度の適用下で療養に専念した後に復職するケ
ースも、ごく当たり前になってきました。
　今回は、私傷病休職制度の対象となる業務外の「疾病」について考え
てみたいと思います。

２．療養を要する業務外の「疾病」とは

　私傷病休職制度は、休職期間中、労働者の労務提供を免除することに
より、治療ないし健康状態の回復の機会を付与することを目的とした制
度であるため、療養を要する業務外の「疾病」というのは、療養によっ
て回復見込みのある疾病が対象となっていると解されます。
　この点、ある会社では、「適応障害」の診断を受けて休職中であった
従業員について、会社としては、当該従業員が何らかの精神疾患による
健康状態の悪化のため、業務の遂行に必要とされるコミュニケーション
能力、社会性等を欠く状態となり、これを根本的な原因として上司の指
示及び指導に従わないなど業務に支障を来す状態になったものであり、
適応障害という医学上の病名ではなく、このような症状が休職理由であ
ると判断していた事例がありました。
　その後、当該従業員は、主治医から「適応障害」が寛解したとの診断
を受けたため、会社に対して復職を求めたものの、会社としては、自身
の能力発達の特性を受容できていないこと、意図することが伝わらず、
双方向コミュニケーションが成立しない場面が多いこと、一般的な社会
常識及び暗黙の了解に対する理解が乏しく、被害者意識が強く誤解が生
じやすいこと、休職期間満了までの間、当該従業員が自己の障害ないし
特性についての認識を欠いており、コミュニケーション能力、社会性の
会得に真摯に取り組んでいないことなどの理由で復職を不可と判断しま
した。
　このような事例で裁判所は、会社が主張する「業務の遂行に必要とさ
れるコミュニケーション能力、社会性等を欠く状態」は、いずれも適応
障害から生じる症状として説明可能なものであり、当該従業員の休職は、
あくまで適応障害により発症した各症状（泣いて応答ができない、業務
指示をきちんと理解できない、会話が成り立たない）を療養するための
ものであり、当該従業員が入社当初から有していた特性、すなわち、職
場内で馴染まず一人で行動することが多いことや上司の指示に従わず無
届残業を繰り返す等の行動については、休職理由の直接の対象ではない
と考えるべきであると判示しました（横浜地判令和３年12月23日）。
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会員増強にご協力を

　裁判所は、当該従業員の休職理由は、あくまで適応障害の症状、すなわち、
会社における出来事に起因する主観的な苦悩と情緒障害の状態であり、人格構
造や発達段階での特性に起因するコミュニケーション能力、社会性等の問題
は、後者の特性の存在が前者の症状の発症に影響を与えることがあり得るとし
ても、相互に区別されるべきであり、後者の特性そのものを休職理由とすべき
ではないと整理したわけです。

３．適応障害の症状とは区別される特性に起因する
　　問題はどのように判断されるか

　上記２で述べた裁判例のように、私傷病休職制度の適用上、適応障害の症状
と人格構造や発達段階での特性に起因するコミュニケーション能力、社会性等
の問題を区別して考えることになると、後者の特性に起因して生ずる職場不適
合については、どのように対応していくべきであるのかという点が問題となり
ます。
　この点について、上記２の裁判例は、休職理由である適応障害から生じる症
状とは区別されるべき本来的な人格構造又は発達段階での特性を休職理由に含
めてしまうことについて、これに反対する立場から、「休職理由に含まれない
事由を理由としては、許されないというべきである。」と述べています。
　裁判所は、人格構造や発達段階での特性に起因するコミュニケーション能力、
社会性等の問題は、私傷病休職制度の下での休職理由にはならないと考えては
いますが、そうであるからといって、人格構造や発達段階での特性に起因して
職場で様々な問題行動を起こす者をそのまま受け容れなければならないと考え
ているわけでもありません。もちろん、本来的な人格構造又は発達段階での特
性というのは様々であり、そのような特性を有する者が常に職場に馴染めない
というものではありませんが、職場での問題行動をたびたび引き起こすような
者に対しては、会社としても注意や指導を繰り返し、改善が見られない場合に
は、解雇を視野に入れた対応を行うことを否定しているものではないというこ
とになります。

４．実務上の留意点

　会社によっては、職場でたびたび問題行動を引き起こす者に対して、「その
他、会社が必要と認めたとき」という休職事由にあてはめて休職を命ずること
もありますが、このような対応については、上記２の裁判例の理解を前提にす
ると、そもそも休職理由が存在するのかどうかという問題をはらむことになり
ます。ケースによっては、安易に休職を命ずるのではなく、業務改善のための
注意・指導を繰り返し、本人と正面から向き合わなければならない場合もある
と考えられるでしょう。
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会員の増加は、会員のメリットに通じる

　現在、東京23区内には酒蔵がいくつあるかご存じでしょうか？　答えは１つ。それも平成23
（2011）年に百年の時を経てよみがえった酒蔵です。その名は東京港醸造（とうきょうみなと
じょうぞう）。場所は港区芝、お酒の名前は「江戸開城」と聞けば、さらに興味を引かれない
でしょうか。
　その前身は、江戸時代から続いた造り酒屋「若松屋」。かつて一帯には薩摩藩邸があり、若
松屋は薩摩藩の出入り商人だったといいます。酒蔵には奥座敷があり、直接東京湾に通じる水
路がありました。密会には格好の立地だったため、西郷隆盛や勝海舟ら多くの要人が頻繁に訪
れ、「江戸無血開城」密談の場だったとも言われているそうです。
　酒蔵が幕を閉じたのは明治42（1909）年。酒蔵を復活させた齊藤俊一さんは、若松屋７代目
当主にあたります。そして平成18（2006）年、現杜氏、東京港醸造株式会社社長でもある寺澤
善実さんとの出会いが、再興をと考えていた齊藤さんの思いを実現に向かわせます。当時、寺
澤さんは京都の大手酒造会社の社員として、同社がお台場に出店していたレストランに併設さ
れた15坪の小さな酒蔵、台場醸造所で醸造責任者を務めていました。そこに齊藤さんが「東京
のビルで酒造りができないか」と持ちかけたのが始まりでした。
　実際、東京港醸造がユニークなのは、都心のコンパクトな４階建てビル内で小規模な酒蔵と
して日本酒が造られていることにもあります。酒蔵としての面積は、わずか22坪。そこには確
かな技術とともに、既存の慣習に縛られない寺澤さんならではの工夫やアイデアがたくさん詰
まっています。お酒は基本、純米吟醸原酒。貯蔵タンクはなく、朝絞った日本酒をそのまま瓶
に詰めるゆえのフレッシュさもあります。通年醸造で、１週間に１タンク、一升瓶で約300本
分を次々に仕込んでいく。そのため「少量高品質」を念頭に、さまざまなトライをすることが
可能となります。
　たとえば、「せっかく東京の酒なので」と寺澤さんが語る『江戸開城 All Edo』や『江戸開城 
ALL Tokyo』という地産地消のお酒。使用するのは東京産の酵母として明治31（1898）年に
発見されて純粋培養されていた「yedo（えど）酵母」と、日比谷公園にいた蜂から採取され
た「tokyo酵母」。そして食米である東京のお米と東京の水を使い端正に醸されています。
　寺澤さんが目指すのは「さわりなく飲め、味わいのあるお酒」。ひと口目のインパクトは特
別でなくとも、飲み終わったときに余韻が残り、翌朝ふっと思い出すような味わいだといいま
す。蔵の物語を思い浮かべつつ、一度味わってみてはいかがでしょう。

【筆者紹介】池田一郎（いけだ・いちろう）　編集者・ライター。和酒については、日本酒や焼酎から泡盛、ワ
イン、ビール、ウイスキーまで･･･ジャンルや飲み方を問わず愛好。蔵元やブリュワリーめぐりを
楽しんでいる。

東京都心の小さなビルで醸す
オール江戸・東京の酒

和酒探訪家　池田 一郎

東京都・東京港醸造（株式会社若松）
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メールアドレスを登録しよう

『民法改正』
　戦後大きく変わったものの一つが家族の形だ。
戦前は「家制度」に支配されていた。1898年（明
治31年）施行の旧民法は、戸主権、家督相続を根
幹とし、女性は結婚すれば夫の家に入るものと定
められていた。生まれた子の親権も父親が持ち、
女性は準禁治産者扱いだった。
　それが大きく変わったのは1947年（昭和22年）
12月22日に公布された改正民法。「家制度」は廃
止され、夫婦は対等のものとされた。姓も「夫婦
は婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏
を称する」とある。家庭の民主化が進み、家を継
ぐという意識は薄れた。
　民法の改正が女性の暮らしの実際を変えた。し
かし、今でも結婚に際し、多くの女性は夫の姓に
変えている。家制度はなくなったが、意識の面で
はまだまだ変わりきらないところがある。

記：小牧 規子（ジャーナリスト）
12･１月

『災害ボランティア』
　台風、大雨、洪水、土
砂崩れ、地震。各地で大
きな災害が起こるたび
に、多くの市民が救援に
駆けつける姿は、今では
当たり前になった。そのき っかけとなったのは
1995年１月17日に発生した阪神淡路大震災だ。被
災地には１年間に延べ138万人のボランティアが
入り、「ボランティア元年」とも呼ばれた。
　その後、法整備も進み、災害時には社会福祉協
議会を中心にボランティアセンターを設けること
が主流になった。だが、課題も残る。東日本大震
災では「初心者ボランティアは現地に入るな」の
声が広がり、思いとどまる人が多く出た。被災者
と参加者をつなぐ「調整役」の不足からニーズが
あるのに、支援を断るケースも頻発した。ボラン
ティアは被害に苦しむ人の身近にいる。被災者の
声に耳を傾け、施策につなげる姿勢が重要だ。

令和４年９月入会の新入会員をご紹介いたします（順不同／敬称略）

令和４年10月入会の新入会員をご紹介いたします（順不同／敬称略）

ブロック

１

１

３

３

６

11

11

ブロック

１

３

４

11

区外

法　人　名

芝信用金庫  恵比寿オフィス

個人会員

M.STOCKs㈱

㈱ディーグラット

㈱司馬

合同会社まさのゆえん

ゆき㈱

法　人　名

㈱DUCE

ユニエス㈱

いちアート㈱

㈱トライバンガード

㈱ソケットテレビ

代表者名

大山　和希

中村　豪志

村田　徳雄

吉田　雅夫

吉田　俊明

更家真由美

呉　　怡利

代表者名

千田　香代

齋藤　　顕

久保田理恵

川西　正芳

関　　洋恒

連絡先住所

広尾1－3－18

東2－21－9

渋谷2－19－15

渋谷1－3－18

神宮前6－23－4

神宮前3－1－30

連絡先住所

恵比寿1－8－7

渋谷3－6－2

港区西麻布3－24－20

神宮前6－23－4

中野区本町1－9－1

業　　種

金融機関

金融業

製造業

不動産・飲食・経営コンサル

カウンセリング業

アパレル

業　　種

サービス業（エステサロン経営等）

ブランド､販売促進等の企画コンサルティング

美術品公開オークション

IT通信業（デジタルコンテンツ企画制作）

映像制作業

電話番号

5422-7632

6821-3843

6427-9757

5467-4786

電話番号

6277-3336

6869-4750

5413-3030

6690-6460

3372-3200
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※e–Taxご利用の場合は「法人事業概況説明書」の「１６加入組合等の状況」欄に『公益社団法人　渋谷法人会』と入力してください。
※e–Taxをご利用されていない会員は、このシールを切り取って法人税確定申告書別表１の「税理士署名欄」の左側余白に貼付して下さい。

振替納税を利用しよう

～23区内に償却資産をお持ちの方へ～
１月は固定資産税（償却資産）の申告月です（23区内）�❶

都税がスマホ決済アプリで納付できます
◦いつでもどこでもスマホで簡単に納税ができます。
◦スマートフォン決済アプリの「請求書の支払いサービス」で納付書のバーコードを
　読み取るだけで納税ができます。
◦手数料はかかりません。

償 却 資 産 と は

申告が必要な方

申 告 先

申 告 期 限

会社や個人で、工場や商店などを経営している方が、事業のために用いることができる
構築物、機械、器具、備品等

令和５年１月１日現在、償却資産を所有している方

償却資産が所在する区にある都税事務所の償却資産班

令和５年１月31日（火）

◆詳しくは、資産が所在する区にある都税事務所の償却資産班までお問い合わせください。
◆また、主税局ホームページにも詳しい内容を掲載していますので、ぜひご利用ください。
　申告の手引きや各様式のダウンロード、
　Q&Aや軽減制度に係る解説をご覧いただけます。

償却資産の申告には、電子申告（eLTAX:エルタックス）もご利用できます
　　　  　ホームページ　https://www.eltax.lta.go.jp/

東京都主税局　償却資産 検索

エルタックス 検索 eLTAXイメージキャラクター
エルレンジャー

認定長期優良住宅を新築した場合、固定資産税が減額されます
減額の対象となる住宅
①令和６年３月31日までの間に新築された住宅であること
②「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅であること
③居住部分の床面積の割合が当該家屋の２分の１以上であること
④１戸あたりの床面積が50㎡以上280㎡以下であること（ただし、一戸建て以外の貸家の用に供する住宅につい
　ては、40㎡以上280㎡以下）

減額される期間・税額
減額される期間　新たに固定資産税が課税される年度から５年度分（３階建以上

の耐火・準耐火建築物については７年度分）
減額される税額　当該住宅の固定資産税額（居住部分で１戸あたり床面積120㎡

相当分までを限度）の２分の１が減額

　減額を受けるには、住宅が新築された年の翌年（１月１日新築の場合はその年）の１月31日までに、減額の
申告が必要です。詳しくは当該住宅が所在する区にある都税事務所にお問い合わせください。
　なお、23区外の住宅については、当該住宅が所在する市町村へお問い合わせください。
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縦９列、横９列すべてに１～９までの数字が
一つずつ入ります。
太線で囲まれた３×３のブロックにも、
１～９までの数字が一つずつ入ります。
Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ･Ｅのマスに入る数字を答えて下さい

問題

郵便はがき：〒150-0045 渋谷区神泉町9-10 公益社団法人 渋谷法人会事務局、
e-mail：info.shibuya@tohoren.or.jp、FAX：3461-0180まで、①クイズの答え ②郵
便番号 ③送付先 ④氏名 ⑤法人名 ⑥連絡先電話番号を明記の上、お送り下さい。なお締
め切りは、令和４年12月27日㈫〈消印有効〉とさせていただきます。また応募はお１人様
１通限りとさせていただきます。ご応募お待ちしております。当選者は次号発表いたします。

応
募
方
法

正解者の中から
抽選で５名の方に
クオカード1000円分
をプレゼント！

※ナンバープレイスとクロスワードを交互に掲載いたします。

５５
ＡＡ

９９

１１ ６６ ８８ ５５
ＢＢ

８８ ２２ ４４

４４ ２２

３３
ＣＣ

７７ １１

８８
ＤＤ

３３

３３ １１ ６６

６６ ５５
ＥＥ

８８ １１

４４ ２２

ＡＡ ＢＢ ＣＣ ＤＤ ＥＥ

№№５５７７９９　　問問題題

解答例

４４ ３３ ５５ ７７
ＡＡ

１１ ８８ ９９ ６６

９９ ２２ ７７ ６６ ４４ ８８ ５５ １１ ３３

６６ ８８ １１ ５５ ９９ ３３ ７７ ４４ ２２

２２
BB

３３ １１ ８８ ９９ ６６ ７７ ５５

７７ ５５ ９９ ２２
ＣＣ

６６ ４４ ８８ １１

８８ １１ ６６ ４４ ７７ ５５ ２２ ３３ ９９

１１ ６６ ８８ ３３ ５５ ７７ ９９
ＤＤ

４４

３３
ＥＥ

４４ ８８ ６６ ２２ １１ ５５ ７７

５５ ７７ ２２ ９９ １１ ４４ ３３ ６６ ８８

ＡＡ ＢＢ ＣＣ ＤＤ ＥＥ

２２ ４４ ３３ ２２ ９９

しぶや法人No.578
クロスワードパズル◉解答

解答 ヒトメボレ

◉当選者
しぶや法人№578の“クロスワードパ
ズル”にご応募いただきありがとうご
ざいました。

神宮前　　上原様
代々木　　田中様
代官山町　高山様
宇田川町　宮川様
道玄坂　　小松様

利用できるアプリ（令和５年１月１日時点）

注意事項　▪領収証書は発行されません。
　　　　　▪納付手続完了後に、納付を取り消すことはできません。
　　　　　▪バーコードのない納付書や汚損によりバーコードが読み取れない納付書はお使いいただけません。
主税局HPで詳細をご確認の上、ご利用ください。

住宅の敷地として利用されている土地

○住宅を新築・増築した場合
○住宅の全部または一部を取り壊した場合
○住宅を建て替える場合
○家屋の全部または一部の用途（利用状況）を変更
　した場合
○土地の用途（利用状況）を変更した場合
○住宅が災害等の事由により滅失・損壊した場合

「固定資産税の住宅用地等申告書」等に必要事項を
ご記入のうえ、土地が所在する区にある都税事務所
の土地班に提出してください。

令和５年１月31日（火）

住 宅 用 地 と は

申 告 が 必 要 な
場 合

申 告 方 法

申 告 期 限

詳しくは主税局ホームページをご覧ください。
【お問合せ先】土地が所在する区にある都税事務所の
　　　　　　 土地班

～住宅用地は、固定資産税・都市計画税が軽減されます～

23区内に土地をお持ちの方へ
住宅用地の申告はお済みですか？（23区内）

主税局ホームページ
住宅用地の申告等について
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